
 

111 

第
１
章 

第
２
章 

第
３
章 

第
４
章 

第
５
章 

第
６
章 

第
７
章 

第６章 認知症施策推進計画 

資
料
編 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第６章 認知症施策推進計画 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

112 

１ 基本理念 

 

 

 

 

 

〇認知症のある人やその家族ができる限り住み慣れた地域で、自分らしく希望を持って

暮らし続けることができるよう、社会全体として認知症の理解を深め、認知症のある

人の意思が尊重される、認知症とともに暮らせるまちづくりを推進します。 

 

〇認知症のある人も社会の一員として活躍できる「共生社会」の実現を推進します。 

 

〇認知症の備え、早期の気づき・早期対応から容態の変化に応じた対応・介護者への支

援まで、適切な医療・介護、継続的な社会とのつながりや地域の見守りなど、切れ目

のない包括的な支援を推進します。   

みんなで支えあい 認知症とともに暮らせるまち さがみはら 
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２ 基本目標 

基本理念の実現に向け、３つの項目を基本目標として掲げ、認知症施策推進計画の推進を

図っていきます。 

 

 

 

 

認知症は、誰もがなりうる可能性があり、誰にとっても身近なものとなっています。認知

症のある人やその家族が住み慣れた地域で安心して生活を継続できるよう、社会全体として

正しい知識や理解を深めるための普及啓発を行うとともに、認知症のある人が意思を発信で

きる機会を拡充します。 

 

 

 

 

 

認知症のある人やその家族が住み慣れた地域で安心して生活を継続できるよう支援体制の

充実に努めるとともに、医療・介護従事者の対応力向上に向けた取り組みや多職種の連携に

よる切れ目のない包括的な支援体制の構築を推進します。 

 

 

 

 

 

65 歳未満で発症する「若年性認知症」のある人に対する支援の充実、認知症のある人の社

会参加活動による社会的孤立の解消、認知症に備えるため運動不足の改善や生活習慣病の予

防に向けた気づきや行動変容を促すとともに、認知症のある人の生活におけるバリアフリー

化の取組を促進します。   

１ 認知症への理解を深めるための普及啓発と認知症のある人からの発信支援の推進 
基本 

目標 

２ 医療・ケア・介護サービス、介護者への支援 
基本 

目標 

３ 若年性認知症のある人への支援、社会参加支援、認知症の備え、認知症バリア 

フリーの推進 

基本 

目標 
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３ 認知症施策の展開 

基本理念及び基本目標に基づき、次のとおり施策を展開していきます。 

 

基本目標１ 認知症への理解を深めるための普及啓発と認知症のある人からの発信支援の

推進 

 

  現状と課題  

▶認知症に関する正しい知識や理解を深めるための普及啓発や認知症のある人の意思を発信で

きる機会の拡大などの支援が必要です。 

 

  今後の方向性   

▶認知症のある人が個性や能力を発揮して、希望や生きがいを持って暮らしていることなどにつ

いて普及啓発等を行うことにより、地域住民への理解を深めていきます。 

▶「認知症サポーター養成講座」の講師となるキャラバン・メイトの養成・活動を支援し、認知

症のある人やその家族の「応援者」である認知症サポーターを増やしていきます。また、様々

な場面で認知症サポーターが活躍できるよう活動を支援します。 

▶認知症の日及び月間における普及啓発イベントなどにより、認知症のある人の意思を発信でき

る機会を拡大します。 

 

  主な取組  

▶認知症のある人やその家族の視点に立った普及啓発 

▶認知症のある人からの意思発信の機会の支援 

▶認知症サポーターの養成と活動の支援 

▶認知症の日及び月間に合わせた普及啓発 

▶「認知症の人の日常生活・社会生活における意思決定支援ガイドライン」の普及と認知症のあ

る人の意思決定の支援   
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認知症の人の日常生活・社会生活における意思決定支援ガイドライン 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  資料：令和３年度老人保健事業推進費等補助金（老人保健健康増進等事業分） 

「認知症の人の日常生活・社会生活における意思決定支援ガイドラインの普及・定着に向けた調査研究事業」編   
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基本目標２ 医療・ケア・介護サービス、介護者への支援 

 

  現状と課題  

▶高齢者等実態調査の結果を見ると、介護者が現在の生活を続けていくに当たり、認知症への対

応を不安に感じる方が多い状況です。 

▶認知症の容態の変化に応じて、適切な医療・介護等の提供できる仕組みづくりが求められてい

ます。 

▶認知症のある高齢者等の増加により、介護する家族等への更なる支援が求められます。 

 

 

現在の生活を続けていくに当たり、主な介護者が不安に感じる介護等（3つまで選択） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
資料：相模原市「高齢者等実態調査（介護保険認定者調査）」（令和４年度）   

回答者数 = 4,581 ％

認知症状への対応

外出の付き添い、送迎等

入浴・洗身

食事の準備（調理等）

夜間の排泄

金銭管理や生活面に必要な諸手続き

その他の家事（掃除、洗濯、買い物等）

日中の排泄

服薬

屋内の移乗・移動

医療面での対応（経管栄養、ストーマ
等）

食事の介助（食べる時）

衣服の着脱

身だしなみ（洗顔・歯磨き等）

その他

不安に感じていることは、特にない

無回答

18.2

14.9

11.8

11.4

10.8

9.1

8.6

8.5

5.5

5.4

3.7

2.9

2.4

1.2

4.7

11.4

35.0

0 20 40 60 80 100
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  今後の方向性   

▶認知症のある人や認知機能の低下がある人を早期に気づき、安心して生活していくことができ

るよう支援体制の充実を図ります。 

▶認知症のある人が、それぞれの状況に応じて適切な医療・介護サービスが利用できるよう医療・

介護体制の連携と充実に努めます。 

▶介護する家族等について、専門職と情報共有し在宅生活の継続に向けた支援を推進します。 

 

  主な取組  

▶認知症疾患医療センターの支援体制の充実 

▶認知症地域支援推進員の活動の推進 

▶認知症初期集中支援チームの活動の推進 

▶医療・介護従事者等の認知症対応力向上の促進 

▶支え手帳（認知症地域連携パス）の普及促進等による医療介護関係者の情報共有の支援 

▶保健、医療、福祉等の連携による切れ目のない包括的な支援体制の推進 

▶介護する家族等への支援の充実（84 ページを参照） 
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基本目標３ 若年性認知症のある人への支援、社会参加支援、認知症の備え、認知症バリア

フリーの推進 

 

  現状と課題  

▶高齢者等実態調査の結果を見ると、回答者の約７割が認知症に関する相談窓口を把握していな

い状況です。 

▶認知症であってもなくても、地域の高齢者が身近に通うことができる「通い（集い）の場」を

拡充することが必要です。 

▶若年性認知症については、社会的な認知度も十分でないことや相談窓口が明確になっていない

ことなどから、継続的な支援につながりにくい状況です。 

▶認知症のある人やその家族のニーズに合った支援を行う仕組みづくりが求められています。 

▶認知症のある人は、症状の軽い人から重い人まで様々であり、また、認知症と診断されていな

くても軽度認知障害（ＭＣＩ）のある人や認知機能が低下している人もいます。こうした方々

が抱えている問題を理解し個々の状況に応じた支援が求められます。 

 

認知症に関する相談窓口の認知度 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：相模原市「高齢者等実態調査（高齢者一般調査）」（令和４年度）   

はい

23.7％

いいえ

73.2％

無回答

3.1％

回答者数 = 7,518
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  今後の方向性   

▶認知症に関する相談支援体制の充実は、認知症のある人や家族支援の大切な基盤となることか

ら、相談支援体制の充実や相談窓口の周知等に取り組みます。 

▶若年性認知症のある人の相談窓口を設置するなど支援の充実に取り組みます。 

▶認知症サポーターの量的な拡大を図ることに加え、認知症のある人やその家族のニーズに合っ

た支援につなげる仕組み（チームオレンジ）に取り組みます。 

▶運動不足の改善や生活習慣病の予防、社会参加活動による社会的孤立の解消や役割の保持等が、

認知症になることを遅らせたり進行を緩やかにする可能性が示唆されていることから、身近

に通うことができる「通い（集い）の場」の拡充に取り組みます。 

▶認知症を発症する以前からの理解、発症への気づきと適切な医療・介護、継続的な社会とのつ

ながりや地域の見守りなど、認知症へ備えるための取組を推進します。 

▶地域の身近な場所で、認知症のある人やその家族が相談、リフレッシュできる交流の場づくり

を推進します。 

▶認知症高齢者・障害者等ＳＯＳネットワークシステム（見守りシール事業を含む。）等の周知

と協力体制を推進します。 

▶認知症のある人の権利擁護、成年後見制度等の周知や利用促進を推進します。 

▶認知症のある人が自立した日常生活や社会生活ができるようバリアフリー化を促進します。 

 

  主な取組  

▶若年性認知症のある人の相談・就労・社会参加、家族との交流会の推進 

▶認知症サポーターを中心とした支援をつなぐ仕組み（チームオレンジ）による地域づくりの推

進 

▶認知症カフェ等の「通い（集い）の場」の拡充 

▶健康づくり、介護予防と連携した取組の推進 

▶行方不明になった際の早期発見の取組の推進 

▶消費者被害の防止、交通安全の普及啓発 

▶多様な主体と連携し認知症のある人の生活におけるバリアフリー化の促進   
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チームオレンジとは 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：厚生労働省資料 
 
 
 

「認知症カフェ」について 
 

認知症カフェとは、認知症のある人・家族・地域にお住いの皆さん・専門職など誰もが参加で

き、交流を図り、社会とつながることができる場です。 

認知症のある人にとって安心して過ごせる場であり、ボランティア（キャラバン・メイト・認

知症サポーター及び一般市民）が活動できる場となっています。相模原市内には、現在様々な

団体・機関が認知症カフェを運営しています。 

 

 

 

 

 

 

 

   

コラム

コラム

【利用者の声】 

ここへ来て、ただ皆さんのお顔を見るだけでもホッと

しますし、自分の話を聞いてもらったり、他の方のお話

を聞いたりすると、とても楽しい気持ちになれます。 
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若年性認知症とは 
 

若年性認知症は 65 歳未満で発症し、様々な原因疾患があります。 

働き盛りの世代で発症するため、本人だけでなく、家族の生活への影響が大きくなりや

すい特徴があります。 

病気のために仕事に支障が出たり、仕事をやめることになって経済的に困難な状況に

なってしまう場合もあります。また、子どもが成人していない場合には、親の病気が与え

る心理的影響が大きく、教育、就職などの人生設計が変わることになりかねません。更に

は、親の介護等が重なることもあり、負担が大きくなります。 

若年性認知症は、企業や医療・介護等の現場でも認識が不足している現状にあり、社会

全体での認知度を高めていく必要があります。 

   

コラム
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４ 認知症施策の推進に係る指標 

認知症施策の推進に係る毎年度の目標達成度を測定し、その結果について評価・検証・分

析を行い、次年度事業及び次期計画へ反映するため、次の指標を設定します。 

 

指標１ 認知症のある人からの発信支援 

基準値（令和４年度） 目標値（令和８年度） 備考 

２回 ６回以上  

【考え方】 

  認知症への理解を深めるため、認知症のある人が自身の思いや希望を自らの言葉で発信

する場（機会）の拡充を目標とします。 

 

指標２ 認知症サポーター、キャラバン・メイト養成者数 

基準値（令和４年度） 目標値（令和８年度） 備考 

58,551 人 75,000 人 
総 人 口 に 占 め る 割 合 の 全 国 平 均 値
（10.8％）を目標とする 

【考え方】 

  地域や職域等で認知症の正しい知識と理解を広げるため、認知症サポーター等の拡充を

目標とします。 

 

指標３ 若年層向けの認知症サポーター養成講座実施回数 

基準値（令和４年度） 目標値（令和８年度） 備考 

20 回 60 回 
各日常生活小圏域において、おおむね２回
程度の実施を目標とする 

【考え方】 

  認知症への理解を幅広く地域に定着させるため、認知症のある人と接する機会の少ない

若い世代に対する認知症サポーター養成講座の拡充を目標とします。 

 

指標４ 認知症カフェの設置数 

基準値（令和４年度） 目標値（令和８年度） 備考 

28 か所 50 か所 年６か所以上の設置を目標とする 

【考え方】 

  認知症のある人やその家族の社会参加を図るため、認知症カフェの拡充を目標としま

す。   
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本認知症施策推進計画を策定するに当たり、お伺いできた主なご意見や

思いなどをご紹介します。本市では、「みんなで支えあい 認知症とともに

暮らせるまち さがみはら」を目指して、認知症のある人や家族のご意見

をお伺いしながら認知症施策を推進します。 

 

○認知症への誤ったイメージによって、人生が制限されるのは寂しいことで

す。認知症基本法によって正しい理解が深まり、みんなが生きやすい社会に

なるよう期待しています。 
 

○認知症だからといって特別扱いされることなく普通に接して欲しい。何もで

きないと決めつけ、できることを奪わないでください。 
 

○若年性認知症の診断を受けたときにはとてもショックでした。今も完全に受

け止めている訳ではなく、時々「どうしてこうなってしまったのか。」と落ち込

むことはあります。しかし、これから先も生きていかなくてはいけない。幸い

職場の配慮により、今も会社に所属しています。気にかけてくれる同僚や学

生時代からの友人がいて精神的に助けられています。 
 

○このままだと何か大きな失敗をして周りに迷惑がかかると思い仕事は辞め

ました。これから先の生活を考えたときに周囲の方々に自分が認知症である

ことを知ってもらっていれば安心だと思いました。 
 

○自分は認知症であることを周りの人に話すことに抵抗がなく、交流を図るこ

とも楽しめていますが、偏見を恐れて認知症であることを知られたくない人

はまだまだたくさんいると思います。また、偏見とは関係なくても認知症で

あることをオープンにしたくない人もいることを理解する必要もあると思い

ます。自分の場合、周囲にオープンにしてからは、認知症について理解して

いただいた上で接してくれる人が多くなり、良い人たちに恵まれました。 
 

○週に２回通所サービスを利用していますが、そのおかげで家に閉じこもるこ

ともなく楽しく過ごせています。また、宿泊サービスを使うことで家族が仕

事や趣味に専念できるし、家庭内の円満につながっています。 

 

認知症のある人からのメッセージ 


